
重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピード
の方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、重点区域における医師の勤務･生活環境を改善して、
重点区域への派遣の納得感や重点区域で勤務する意欲の向上を図ることにより、重点区域で新たに勤務する医師を増
やし、重点区域の医師の離職を減らすため、宿直室等の施設整備への支援を行う。

１ 事業の目的

２ 事業の概要
【事業概要】

・医師の勤務･生活環境改善のための施設整備
重点区域の医療機関に勤務する医師の負担を軽減

し、働きやすい環境作りに資する、宿直室等の施設
整備に対する補助を行う。

【実施主体】
・ 重点区域内で医師の勤務･生活環境改善を行う医療

機関であって、都道府県の地域医療対策協議会及び
保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関

※ 都道府県において、医師偏在是正プランを策定（重点区域、支援対象
医療機関等）

３ 補助基準額等

【対象経費】
医師の勤務・生活環境改善に資する次の部門の

新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工
事請負費

・宿直室 ・医局
・更衣室 ・浴室 等

基準額 次に掲げる基準面積に単価を乗じた額とする。
基準面積 80㎡
単価 鉄筋コンクリート 484,000円

ブロック 214,000円
木造 355,000円

補助率 国1/3 都道府県1/6 事業者1/2

医政局地域医療計画課
（内線4148）

令和７年度補正予算額 14.1億円

←宿直室 ←医局



重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための 

施設整備事業について 

 

１．目的 

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よ

りも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域（以

下単に「支援区域」という。）と設定した上で、支援区域における医療機関の宿直室

等の施設整備を行うことにより、医師の勤務・生活環境を改善することで医師の離職

防止や新たに勤務する医師の増加を図り、地域の医療提供体制を確保することを目

的とする。 

 

２．事業の実施主体 

 都道府県が定める支援区域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関で

あって、都道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を

得た医療機関の開設者とする。 

 

３．事業内容 

宿直室・医局・更衣室・浴室等の医師の勤務・生活環境改善に資する施設整備に対

する支援を行う。 

 

４．補助基準額等 

（１）対象経費 

 医師の勤務・生活環境改善に資する次の部門の新築、増築、改築及び改修に要する

工事費又は工事請負費 

宿直室、医局、更衣室、浴室 等 

（２）基準額 

 次に掲げる基準面積に単価を乗じた額とする。 

基準面積 ８０㎡ 

単価 

鉄筋コンクリート ４８４，０００円 

ブロック ２１４，０００円 

木材 ３５５，０００円 

（３）補助率 

 国 1/3、都道府県 1/6、事業者 1/2 


